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奈良市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 多様かつ複合的な困難を抱えるこどもに対し、地域の実情を踏まえ、安心安全で気軽に立

ち寄ることができる食事等の提供場所を設けるとともに、支援が必要なこどもを早期に発見し、

適切な支援機関に相談する活動を行う団体に対し、予算の範囲内において奈良市地域こどもの生

活支援強化事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、

奈良市補助金等交付規則（昭和59年奈良市規則第23号。以下「規則」という。）に定めるものの

ほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) こども等 本市に居住し、又は通園若しくは通学するひとり親家庭や低所得子育て世帯等

のこどもその他多様かつ複合的な困難を抱えるこどもであって、18歳に達する日以後の最初の

３月31日までの間にある者をいう。 

(２) 支援活動 こども等に対して地域で自主的に行う食事の提供、学習支援等の機会若しくは

体験の提供又は生活支援等の活動をいう。 

(３) 運営補助 支援活動を継続的に運営するために必要な運営費に対する補助をいう。 

（補助対象団体） 

第３条 補助金の交付を受けることができる団体（以下「補助対象団体」という。）は、次の各号

のいずれにも該当する団体とする。 

(１) 市内で自主的にこども等に対し支援活動を実施する民間団体であること。 

(２) 公序良俗に反する活動を行っていないこと。 

(３) 暴力団等（奈良市暴力団排除条例（平成24年奈良市条例第24号）第２条第３号に規定する

暴力団等をいう。以下同じ。）に該当する団体（団体の構成員に１名以上暴力団等に該当する

者が含まれている場合は、暴力団等に該当する団体とみなす。）でないこと。 

(４) 市税の滞納がないこと。 

(５) １年以上継続して支援活動を実施する意思及び能力を有すると認められること。 

(６) 申請の内容又は団体の活動の実績から、子育て支援及び子どもの保健福祉に関し市及び関

係機関と適切に連携を図ることができると市長が認める団体であること。 

(７) 本事業において政治的活動、宗教的活動又は営利的活動を主たる目的としていないこと。 
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（補助事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、地域こどもの生活支援

強化事業実施要綱（令和５年12月13日付こ支家第310号こども家庭庁支援局長通知）に規定する地

域こどもの生活支援強化事業として補助対象団体が行う支援活動であって、次の各号のいずれに

も該当するものとする。 

(１) 支援活動を定期的に実施している、又は補助金の交付の申請を行う年度の補助対象期間内

に開始する予定であること。 

(２) 支援活動に係る利用料等は、無料又は食材等に係る実費等の低廉なものであること。 

(３) 利用するこども等の人数の平均が１回当たり５人以上となることを見込めること。 

(４) 年間を通じて計画的な運営が見込めること。 

(５) 支援活動は、原則として月１回以上実施し、１回当たりの実施時間は２時間以上を目安と

すること。 

(６) 補助対象団体の関係者その他の特定の者のみを対象とした活動ではなく、こども等を広く

受け入れることができる活動であること。 

(７) 支援活動の実施に当たり、利用者の安全管理、衛生管理及び個人情報の保護に十分配慮す

ること。 

(８) 本事業について国、地方公共団体等による他の補助金の交付や事業の委託を受けていない

こと。 

(９)  支援活動は、補助対象団体が主催者として実施すること。 

２ 補助対象団体は、補助事業の実施に当たっては、次の各号のいずれの事項にも留意しなければ

ならない。 

(１) 関係法令等を遵守すること。 

(２) 支援活動を通じて把握したこども等の状況から、行政等の支援が必要だと判断した場合、

適切な支援機関に相談すること。 

(３) 支援活動に当たっては、常駐できる責任者を配置し、当該責任者に加え支援活動の補助等

ができる者を配置すること。 

(４) 補助対象団体が調理した食事等をこども等、こども等の保護者又は地域住民等に提供する

場合は、食品衛生に関する講習会を受講した者又はこれと同等以上の知識を有するとみなされ

る者を少なくとも１名配置するよう努めること。 

(５) 支援活動に対する保険に加入すること。 
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(６) 市からこども等に対し、支援活動を行うよう依頼があった場合には、できる限り協力する

こと。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第１のとおり

とする。 

（補助対象期間） 

第６条 補助対象経費算定の基礎となる補助対象期間は、４月１日から翌年３月末日までとする。 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から補助事業の実施に伴い生じる利用料等その他

の収入の額を控除した額（その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）と

別表第２に定める補助基準額に基づいて算定した額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。 

２ 運営補助に関する補助金の額の上限は、月４回程度補助事業を実施する団体については１団体

につき一の年度当たり1,200,000円とし、月１回程度補助事業を実施する団体については１団体に

つき一の年度当たり240,000円とする。 

（交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、奈良市地域こどもの生

活支援強化事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

(１) 団体等概要書（別記第２号様式） 

(２) 事業計画書（別記第３号様式） 

(３) 収支予算書（別記第４号様式） 

(４) 誓約書（別記第５号様式） 

(５) 個人情報保護に関する誓約書（別記第６号様式） 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定前着手届） 

第９条 申請者は、補助金の交付の決定前に支援活動に着手しようとするときは、奈良市地域こど

もの生活支援強化事業補助金交付決定前着手届（第７号様式。以下「補助金交付前着手届」とい

う。）を市長に提出するものとする。 

２ 補助金の交付の決定前に、前項の規定による補助金交付前着手届を提出せずに行った支援活動

の運営補助については、第５条及び別表第１の規定にかかわらず補助対象経費としない。 
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（交付決定） 

第10条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて

行う現地調査等により、次に掲げる事項を調査し、補助金の交付の決定をしたときは、規則第７

条第１項に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に速やかに通知するものとする。 

(１) 法令等に違反していないこと 

(２) 補助事業の目的、内容等が適正であること 

(３) 金額の算定に誤りがないこと 

２ 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付

して、奈良市地域こどもの生活支援強化事業補助金不交付決定通知書（別記第８号様式）により

申請者に速やかに通知するものとする。 

３ 市長は、補助金の交付の申請に係る全ての書類到達から30日以内（補正等の期間を除く。）に

当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。 

４ 市長は、補助金の交付について規則第６条第１項に定めるもののほか、次の条件を付すものと

する。 

(１) 補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、市長の承認を受けなけれ

ばならない。 

(２) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。 

(３) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、遅滞なく、

補助事業完了日の属する年度の翌々年度の６月30日までに市長に報告しなければならない。こ

の場合において、第１項の規定による通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）が全国

的に補助事業を展開する組織の一支部（一支社又は一支所等である場合を含む。）であって、

自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（本社又は本所等である場合を含む。）で消

費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報

告を行わなければならず、補助金に係る仕入控除税額があることが確定したときは、当該仕入

控除税額を市に返還しなければならない。 

(４) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又

は一部を市に納付させることがある。 

(５) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠

書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（補助事業の中止又は廃止の承
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認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなけれ

ばならない。 

（申請の取下げ） 

第11条 補助事業者が、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服

があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に奈良市地域こどもの生活支援

強化事業補助金交付申請取下書（別記第９号様式）により申請の取下げを行うことができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかっ

たものとみなす。 

（補助事業の変更等） 

第12条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更（軽微な変更を除く。）をしようとするとき又は

補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは規則第11条に規定する補助事業等変更・中止

（廃止）承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 第10条（第３項を除く。）の規定は、前項の規定による承認について準用する。 

（事情変更による決定の取消し等） 

第13条 市長は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部

若しくは一部を継続する必要がなくなった場合、又は補助事業を遂行することができない場合（補

助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。）は、補助金の交付の決定の全部若しくは

一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただ

し、補助事業等のうちで既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による取消し又は変更を行った場合においては、奈良市地域こどもの生活

支援強化事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書（別記第10号様式）により補助事

業者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった

次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。 

(１) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 

(２) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費 

４ 第10条（第３項を除く。）の規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。 

（実績報告） 

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。）

は、補助事業の完了の日から起算して30日経過した日までに、規則第14条に規定する補助事業等
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実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。補助金の交付の決

定に係る会計年度が終了したときも、また同様とする。 

(１) 収支決算書（別記第11号様式） 

(２) 別表に係る補助対象経費の支出を確認できる領収書又は振込金受取書の写し 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第15条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る書類等の審査及び

領収書等根拠資料の現地調査等により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合

するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

規則第15条に規定する補助金等確定通知書により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付時期等） 

第16条 市長は、補助事業の完了後、前条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者

から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、補助金の交付を決定した場合において、必要があると認め

るときは、規則第17条第１項ただし書の規定に基づき、補助事業の完了前に、補助金の交付決定

額を限度として概算払をすることができる。この場合においては、第14条の規定による実績報告

により補助金の額が確定した後で補助金の精算を行うものとする。 

３ 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、市長に奈良市地域こどもの

生活支援強化事業補助金概算払請求書（別記第12号様式）を提出するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第17条 市長は、規則第18条第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、奈良市

地域こどもの生活支援強化事業補助金交付決定取消通知書（別記第13号様式）により補助事業者

に通知するものとする。 

（個人情報の保護） 

第18条 補助事業者及び事業の従事者（従事していた者を含む。）は、補助事業の実施に当たって

知り得た個人情報等を正当な理由なく漏らし、又は自己の利益のために使用し、若しくは不当な

目的に使用してはならない。事業終了後及びその活動を退いた後も、また同様とする。 

２ 補助事業者は、補助事業の実施に当たり、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）

の規定に基づき、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

（奈良市子ども等の見守り強化事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 奈良市子ども等の見守り強化事業補助金交付要綱（令和３年奈良市告示第545号）は、廃止する。 

３ 前項の規定による廃止前の奈良市子ども等の見守り強化事業補助金交付要綱（以下「廃止前の

要綱」という。）の規定に基づき交付された補助金については、廃止前の要綱の規定は、なおそ

の効力を有する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正後の奈良市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱第１０条の規定

は、この告示の施行の日以後に行われた補助金の交付に付す条件について適用し、同日前の補助

金の交付に付す条件についてはなお従前の例による。 

３ この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の奈良市地域こどもの生活支援強化事業補助

金交付要綱の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することが

できる。 

別表第１（第５条関係） 

区分 内容 

運営補助 人件費（団体等の運営

に係る職員の賃金や役

員報酬を除く。） 

支援活動を行うスタッフの人件費等 

事務局機能の費用（支援活動の準備、食料品、日

用品の手配やこども等の状況の管理等を行うスタッ

フの人件費等） 

保険料 ボランティア保険等 

賃借料 会場使用に関する経費（１回の活動につき3,000円

を限度とする。） 

需用費（１件当たりの

金額が30,000円未満の

ものに限る。） 

食料品や日用品、学習支援に必要な消耗品等の購

入経費 

事業周知のためのチラシ作成費用 



8/22 

備考 

１ 補助対象経費は、事業の実施に最低限必要なものに限る。 

２ 事業に直接必要とされない経費、使途が特定できない経費、団体等の構成員の親睦等のた

めの会合や会議の開催経費、接遇に関する経費、通常より著しく高額と判断される経費、そ

の他市長が補助対象とすることが適当でないと判断する経費は、補助対象外とする。 

３ 補助対象経費とする人件費は、１回の活動につき１人当たり3,000円を限度とする。 

４ 補助対象経費とする人件費は、月４回程度補助事業を実施する団体については１団体につ

き１月当たり50,000円を限度とし、月１回程度補助事業を実施する団体については１団体に

つき１月当たり10,000円を限度とする。 

別表第２（第７条関係） 

区分 上限 補助率 

運営補助 月４回程度 
１月当たり100,000円 

60,001円未満の部分 10/10 

60,001円以上の部分 1/2 

月１回程度 
１月当たり20,000円 

10,001円未満の部分 10/10 

10,001円以上の部分 1/2 

備考 

支援活動を行っていない月の運営費については、補助対象外とする。 
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別記第１号様式（第８条関係） 
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第２号様式（第８条関係） 
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第３号様式（第８条関係） 
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第４号様式（第８条関係） 
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第５号様式（第８条関係） 
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第６号様式（第８条関係） 
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第７号様式（第９条関係） 
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第８号様式（第10条関係） 
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第９号様式（第11条関係） 
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第10号様式（第13条関係） 
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第11号様式（第14条関係） 
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第12号様式（第16条関係） 
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第13号様式（第17条関係） 

 


